
 

みよし市ＳＤＧｓ推進パートナー募集要項 

 

みよし市は、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成や持続可能なまちの実現に向けて、みよし

市と共に取組等を実施していただける企業や団体等を「みよし市ＳＤＧｓ推進パートナー（以下「パ

ートナー」という。）」として募集します。 

 

１ 設置目的 

 みよし市と「パートナー」がそれぞれの有する資源や知見等を活かし、共に目指すＳＤＧｓの

ゴールやみよし市の地域課題の解決に向けて連携し、持続可能な取組や活動を推進するとともに、

ＳＤＧｓの普及啓発を図ることを目的とします。 

 

２ 対象 

県内に事業所・営業所がありＳＤＧｓの達成に向けた取組や活動を実施している企業や団体等 

※ただし、みよし市民の雇用や雇用環境整備等の取組、インターネット上で完結する取組の場

合は対象外です。 

 

３ 「パートナー」のメリット 

（1）みよし市の協力やＰＲを得ながらＳＤＧｓの取組を推進できます。 

（2）市民や市内在勤在学者等へ｢みよし市ＳＤＧｓ推進パートナー｣としてＰＲできます。 

（3）他の「パートナー」との情報交換や連携が可能になります。 

(4) 市が実施する各事業への連携案内がされます。 

 

４ 応募要件 

  次の（1）から（3）の全ての条件を満たすこととします。 

（1）基本条件 

    みよし市及び多様なステークホルダーとの連携、協働や協力を心掛け、ＳＤＧｓの普及啓発

に取り組めること 

（2）実施要件 

  ア 目指している（今後目指そうとしている）ＳＤＧｓのゴールが明確であること    

  イ ゴール達成に向けて、みよし市と連携や協力をして、毎年度取組や活動を実施できること 

（3）その他資格 

  ア 市税等を滞納していないこと 

  イ 暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連する事業者でないこと 

  ウ 法令もしくは公序良俗に反する活動をしないこと 

  エ みよし市及び「パートナー」の信用、品位、イメージを損なうおそれのある活動をしない



こと 

５ 応募方法 

   みよし市ホームぺージ「ＳＤＧｓ推進パートナー制度サイト（あいち電子申請システムにリ

ンク）」から申請してください。 

   ※システムからの入力ができない場合は、 

   「みよし市ＳＤＧｓ推進パートナー登録申請書（様式第１号）」に必要事項を記入し、みよ

し市経営企画部企画政策課へＥメール(kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp)で提出してくだ

さい。 

 

６ 「パートナー」の登録等 

  みよし市が申請に基づいて登録した「パートナー」に対し、登録証とステッカーを交付します。 

（1）登録期間 

登録された日から令和 11（2029）年度末（令和 12（2030）年３月 31日）まで 

（2）活動内容について 

毎年度末に「みよし市ＳＤＧｓ推進パートナー活動実績報告書（様式第２号）」の提出をして

いただき、毎年度の活動状況を確認させていただきます。 

（3）登録内容の変更等 

   登録内容に変更が生じたときや退会を希望するときは、「みよし市ＳＤＧｓ推進パートナー

変更／退会届（様式第３号）」をみよし市企画部企画政策課へ速やかに提出してください。 

（4）登録の取消し 

   下記に掲げる事項が生じた場合、登録を取り消すことがあります。 

   なお、登録が取り消しとなった場合は、交付した登録証とステッカーを速やかに返却してい

ただきます。 

  ア 虚偽の内容により登録を受けたことが判明したとき。 

  イ 「４ 応募要件」を満たさなくなったとき。 

  ウ 本制度の信用を著しく損なうとき又は損なうおそれがあるとき。 

  エ 毎年度末の活動報告時に実績がなかったとき。 

    オ 前号に掲げるもののほか、市が「パートナー」として適当でないと認めたとき。 

   

７ 「パートナー」の活動について 

 （1）ＳＤＧｓの推進に向けた活動を実施し、活動報告書を毎年度末に提出する。 

 （2）みよし市や他の「パートナー」と連携してＳＤＧｓの達成につながる取組を実施する。 

 

   附 則 

この要項は、令和８年４月１日から施行する。 

  


